
別紙４ 

市民・議会・執行機関の役割・権利・責務 
（地方自治法との関係） 

行政サービスを 

平等に受ける 

権利，負担分任義

務（１０条） 

事務を 

誠実に管理し， 

執行する義務 

（１８３条の２）

公共的活動（まちづくり）に関する情報を得る権利 公共的活動（まちづくり）に関する情報を得る権利（議会に関するもの） 

公
共
的
活
動
（
ま
ち
づ
く
り
） 

に
参
加
す
る
権
利
・
責
務 

市
民
協
働
の
ま
ち
づ
く
り 

を
進
め
る
責
務 

公共的活動 
（まちづくり） 

＜凡例＞ 
 … 地方自治法に記載されている

もの 
   

ゴシック体 … 
既に施行されている他の自治

体の自治基本条例に多く規定

されているもの 

市 民 

・議員の定数・任期（８９～９５条） 
・会期，議長・副議長（１０２～１０８条） 
・常任委員会，特別委員会（１０９～１１１条） 
・会議の運営（定足数，公開・非公開等）（１１３～

１２３条） 
・市民から出された請願の対応（１２４・１２５条） 
・議員の辞職・失職等（１２６～１２８条） 
・紀律・懲罰（１２９～１３７条） 
・議会事務局（１３８条） 

市
民
に
対
す
る
情
報
提
供
・
説
明
責
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議 会 
（代表者による意思決定機関） 

（以下市長の役割・権限）

・議会の招集（１０１条）

・議案の提出（１４９条）

・拒否権（１７６条） 
・解散権（１７８条） 

・執行機関の義務 ⇒市の事務を誠実に管理し，執

行すること（１３８条の２） 

・市長 

(1) 市長の任期（１４０～１４５条） 

(2) 権限 

ア 市の事務の管理・執行（１４８条） 

イ 予算案の作成，予算の執行等（１４９条） 

・補助機関 

(1) 副市長・収入役（１６１～１７０条） 

(2) 市職員（１７２～１７５条） 

・委員会・委員 

教育委員会，選挙管理委員会，監査委員，附属

機関  等（１８０条の５～２０２条の３） 

執行機関 

市
民
に
対
す
る
情
報
提
供
・
説
明
責
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・選挙（１１条） 
・解職請求（１３・８１・８６

条） 
・監査請求（１２・７５条） 
・財務監査請求（２４２条） 
・住民訴訟（２４２条の２） 
・条例の制定・改廃の請求 
（１２・７４条） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・選挙（１１条） 
・解職請求（１３・８０条） 
・解散請求（１３・７６条） 
・監査請求（１２・７５条） 
・財務監査請求（２４２条） 
・住民訴訟（２４２条の２） 
・陳情・請願権（１０９・ 
１２４条） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・審議・議決権（９６条）⇒条例，予算・決算等 

・監査・検査権（９８条） 

・調査権（１００条） 

・議案提出権（１１２条） 
・不信任議決（１７８条） 

 
 
 
 


